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議決を得た契約の契約変更調書 

 

 

工 事 件 名 

 

契約の相手方 
契約年月日 

 
( ) 内工期 

変更前契約金額 
契約変更 
 

年 月 日 
変更後契約金額（変更増減額） 説             明 

建

築

工

事 

 

希望の家新館建設工事 

 

塚本建設株式会社 

 代表取締役  

塚本 利夫 

   

 

 

 

24.3.23 

 

(188日間) 

 

 

円 

 

498,603,000 

 

 

 

今回 

  24.11.26 

 

 

 

円 

 

514,741,500(16,138,500) 

(3.2%) 

 

利便性の向上のため、利用者更衣

室を実習室としても使用できるよ

うに男女更衣室の仕切りの壁を可

動間仕切りに変更したこと等によ

る増 

 

 

江戸川区立松江小学校改築

に伴う電気設備工事 

 

勝田・五洋建設共同企業

体 

 代表者 

  勝田電設工業株式会      

社 

   代表取締役  

山本 信次 

 

 

 

23.7.8 

 

(355日間) 

 

 

円 

 

258,300,000 

 

 

 

 

今回 

24.10.15 

 

 

円 

 

262,969,350(4,669,350) 

(1.8%) 

 

 

工期短縮及び経費縮減のため、別

工事で施工する予定であったＬＡ

Ｎ（ローカルエリアネットワーク）

用の配線工事を本工事で行ったこ

と等による増 
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